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            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）   柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （公平審査局） 

             練合局長、高尾審議官、酒井首席審理官 

 

 

 議 題 

○ 給与審査申立事案に関する決定 

令和５年第２４号事案 

申立内容：令和５年６月期の勤勉手当の成績率のより上位の成績率への決定 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「令和５年第２４号事案」について、担当局から、当局が勤勉手当の成績

区分及び成績率の決定に当たり、直近以外の過去の人事評価の結果を考慮したこ

とは不当であるため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５

号）に従い、基準日以前における直近の人事評価の結果及び当該基準日以前６か

月以内の期間における勤務の状況に応じて決定するよう更正する必要があり、ま

た、この際、当局は、基準日以前における直近の業績評価以外の人事評価の結果

を考慮することができないことを周知徹底する必要があると説明があった。 

○ これに対し、土生人事官から当局のみならず各府省への周知の検討もお願いし

たいとの意見があった。 

同事案については、上記のとおり更正する必要があると、三人事官一致で議決

された。 

 

 


